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説明の流れ  

 

１．漁港管理者の防災・減災にかかる責務 

 

２．地震・津波の災害について 

 

３．災害に強い漁業地域づくりガイドライン 
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平成１３年１２月３０日、兵庫県明石市の大蔵海岸で、女児が父親と散歩中、
人工砂浜が陥没して生き埋めとなり、５カ月後に死亡。砂が海に流出する
のを防ぐゴム製の板が壊れ、砂浜の下に空洞ができたのが原因。兵庫県
警は１６年、国土交通省と明石市の当時の管理担当者計４人を業務上過
失致死容疑で書類送検し、地検が在宅起訴。（民事では国と市が遺族に謝
罪し、１７年８月に示談が成立。） 
 

裁判の争点 

【差戻審】 事故を予見できたのに安全措置を講じず、漫然と放置した。 

【神戸地裁】現に陥没が発生していたと認められる範囲以外の区域で、被告
らに人の死傷の危険性について予見可能性があったとは認められない。 

予見の可能性 

国と明石市職員の３名が有罪判決（禁固１年執行猶予３年） 

公物管理の瑕疵が刑事責任を問われた判例 

※海岸法５条：海岸保全区域の管理は、都道府県知事・市町村の長が行う。 

大阪高裁・最高裁：予見可能とし上告棄却 



①と②から、以下のように解釈される 

漁港管理者は、漁村の一部（漁港区域の漁港に係るもの）を保全する責を負う。 
     ※海岸管理者の職責と相まって漁村の防災・減災を推進 

 漁港管理者は、漁港を適切に保全する責にあることから、このことを通じて結果的に漁
村（漁港に関係するものに限る）の防災・減災を推進する責務を有すると考えられる。 

解釈①漁港管理者は、漁港区域内を保全（災害を防止し安全確保）する責を負う。 

解釈②漁港を保全することは、漁村を構成する部分を保全することとなる。 

具体的には・・・ 
 

・防波堤の整備・維持管理を通じて、漁港内の防災（台風時の安全係留）等を確保。 

・係留施設の老朽化対策を施すことにより、作業時の災害を防止。 

・水門・陸閘を適切に管理することにより、高潮・津波時の災害を防止。 

・リスク評価に基づく、海岸堤防の整備・維持管理を通じて、倒壊・越流等による災害
を低減。 

 



２．地震・津波の災害について 
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我が国の過去の地震・津波の災害 

(明治以降） 
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●津波及び２次災害の火災により、
奥尻島青苗地区の漁業集落が壊
滅的な被災。青苗地区の約５００
世帯のうち７割近くが全半壊。 

＜被 災＞ 
●復興にあたっては、漁業集落環境
整備事業によって、土地利用高度化
再編整備の他、防災安全施設、集落
道、緑地広場の適切な配置、避難場
所の確保など「災害に強い漁港漁村
づくり」の推進。 

＜復 興＞ 

北海道南西沖地震 
平成5年（1993）7月12日 午後10時17分、Ｍ7.8  

死者・行方不明者 230人、全半壊家屋1,009棟   

【教訓】地震発生から津波来
襲まで僅か5分で、情報が間
に合わなかった。 
2次被害の火災により多数の
家屋が焼失。 
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東北地方太平洋沖地震  
平成２３年（2011）3月11日 午後14時46分、Ｍ9.0 

死者・行方不明者 １８,９１５人、全半壊家
屋 38万棟以上、319漁港が被災、被害総
額約17兆円、 未曾有の大災害となった。 

高地と低地で明暗（田野畑村） 

津波で流された車両（気仙沼漁港） 
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 写真に示す被災事例等を今後の防災対
策の教訓としなくてはならない。 

避難所の孤立化が問題（南三陸町馬場中山） 
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タンクが各地で漂流した（女川漁港） 

背後の加工場等が壊滅的被害（石巻漁港） 

火災が発生し被害が拡大（気仙沼漁港） 

防潮堤の崩壊が多発（山田漁港） 

東北地方太平洋沖地震（被災から教訓へ） 
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南海トラフ巨大地震に関する議論① 

 

 

3月31日発表の概要 
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 内閣府中央防災会議に設置されている「南海トラフの巨大地震モデル検討会」において、
8月29日に想定される最大クラスの地震が生じた場合の①津波高・浸水域・到達時間、②
人的・物的被害想定が発表された。 

 去る3月に想定津波高の発表後、再精査し詳細シミュレーションを実施したものであり、
11ケースの震源モデルを設定し想定被害を算出している。 



 南海トラフ巨大地震に関する議論② 
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（内閣府報道資料より） 

 

 

 

①津波高：（駿河湾～紀伊半島沖に大すべり域+超大すべり域を設定した場合） 
     5m以上と想定される市町村数 124市町村（13都県） 
     10m以上と想定される市町村数 21市町村（5都県） 
    （最大津波高：土佐清水市34m 黒潮町34m 新島村31m 下田市33m 志摩市26m 宮崎市16mなど） 

 

②浸水域 最大ケースで1,015km2 （東日本大震災の1.8倍） 
 

③震度分布 震度７：151市町村（10県）   震度6強：239市町村（21府県） 
 

津波高・浸水域等の推計結果 

 

 

①揺れによる被害 

   揺れによる全壊：最大134万6千棟  液状化による全壊：最大13万4千棟 

②地震・津波・火災による被害 

   全壊・焼失：94万～240万棟  死者：3万～32万人（防災対策推進で被害軽減）     

被害想定 

①次回発生する地震・津波が最大クラスということではなく、命を守ることを最優先に最大
クラスへの対応を目指すべき。 

②最大クラスの津波高・到達時間が厳しいものであっても、はじめから諦めることは、最も
避けるべき。なぜなら、最大クラスよりも小さい規模の津波が発生する可能性が高いので。 

③総合的な防災対策を講じることにより、被害を軽減することが可能である。 

メッセージ 



                     
県庁所在地の３０年以内震度６弱発生確率 



自然災害・事故等の３０年発生確率 

0
.0

0
3

 

宝
く
じ 

※宝くじは、１年に１０枚、３０年間購入して１等が当選する確率 



３．災害に強い漁業地域づくり  

  ガイドライン 
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○未曾有の大災害（強大かつ広範、
死者・行方不明18,915名、被災総
額約17兆円、漁港被災は、319漁
港・被災額8230億円、漁船被災
28,612隻） 

 

○車で避難中に被災、門扉閉鎖作
業に従事して被災、漁船で避難し
て被災等の事例が多発。 

 

○気仙沼市場の屋上は、1,000人以
上の方が難を逃れた。 

 

東日本大震災の被害の特徴と教訓(1) 

 

○減災を基本とした総合的な対策を講
じていくことが重要。ハード対策とし
てL1津波対応とし、粘り強い構造を
検討。ソフト対策の充実が必要。 

 

 

○避難行動のルール化が必要。門扉
の開閉ルール、避難移動手段のル
ール化など議論が重要。 

 

○津波避難施設の重要性が再認識。 

 

 

 

【被害の特徴】 【教訓】 
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○高台と低地の集落で被害に明暗。 

 

 

○多くの集落・避難所が孤立化（情
報、食料、電源、暖房など） 

 

 

○水産関連施設が壊滅的な被害を
受け市場再開が大幅に遅延。 

 

○オイルタンク、木材、漁船等の漂
流物により、被害が拡大 

東日本大震災の被害の特徴と教訓(2) 

 

○土地利用計画の考え方の整理と集
落再編の必要性。 

 

○孤立防止対策の徹底が必要。（非常
用電源、食料備蓄、アクセス確保な
ど） 

 

○広域ネットワークを考慮した事業継
続計画の必要性が認識 

 

○津波を想定した構造設計、漂流防止
施設の整備等の対策の必要性 

【被害の特徴】 【教訓】 
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ガイドラインの概要(1) 

 

①ガイドラインの趣旨 
 

 漁業地域における防災対策の推進を図ることを目的と
して、漁港管理者、海岸管理者及び漁協・自治会等の自
主防災関係者が、地震・津波による漁業地域の災害に
備えて取り組むべき対策について取りまとめたもの。 
 
 東日本大震災を踏まえて、平成23年度に改訂しました。 
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ガイドラインの概要(2) 

 ②ガイドラインの対象者（地域防災協議会の構成員） 
  漁港担当部局と防災担当部局が連携を図りつつ主体となり、図に
示す構成員とする協議会での活用を想定しています。漁業地域の防
災にかかわる多様な主体（行政や様々な組織、地域住民等）が一体
となって「災害に強い漁業地域づくり」に取り組む場として「△△漁業
地域防災協議会（仮称）」を組織することが重要です。 

   

  
  

地域住民 
自主防災組織等 

  

隣接漁港又は 
港湾管理者 

 

  
  

加工・流通
関係者 

 

  
  

連携 
  

連携   

連携 
  

連携 
  

海レク関係者   

都道府県・市町村 
  

  
  

  
防災担当部局 

  

連携   

連携   

市場関係者 
漁協 

 

  
  

外来漁業者（組合等） 
来訪者（関係団体） 

  
連携   連携   

漁港担当部局
（海岸・漁港管 

理者等） 

 

） 

 

消防・警察等 
関係機関 
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先ずは、体制を
作ることが大切
です！ 

全国の漁業地域
で協議会等の設
置は約3割です。 
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第Ⅲ章 防災対策の考え方 

 

公 
助 

共 
助 

自 
助 

災害に強い漁業地域づくりは、地震・津波災害による被害の最小化を図ること（
減災）を目標とします。被害の最小化を図るためには「自助・共助・公助」による 

  ○地震・津波による被害の低減 

  ○地震・津波発生後の被害拡大の防止 

  ○地震・津波発生後の被害継続の防止   が必要です。 

【基本理念】 

自助：個人個人の自覚に根ざした取り組み 

共助：地域のコミュニティ等による取り組み 

公助：行政による取り組み 

災害の備えは、自助を基本として、 

共助・公助の順となります。 

 

自助＞共助＞公助 
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２つのレベルの津波を想定した防災対策 

 
レベル１：最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は 

      低いものの漁港 や漁業関係に被害をもたらす津波 

レベル２：発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害 

      をもたらす最大クラスの津波 

今般の東日本大震災の津波は、レベル２クラスとされている。 

ハード施設（海岸堤防）では、レベル１の津波を防ぎ、それ以上
の津波には、粘り強い構造とソフト対策を含めた、総合的な防災
対策を進めることとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 津波の程度が異なっても、取るべき行動は同じですから、ガイド
ラインでお示しする対策は、レベル分けの考え方はありません。 



漁港周辺の陸上・海上の避難ルール 

 

 

【地域住民や就労者・来訪者の安全性の確保】 
 

最低６時間待機

避難海域
(まず、－50ｍ以深ま
で避難。その後気象
庁の情報を得て、津
波高さ３ｍ以上なら
さらに沖へ避難。)

港内の漁船は沖
へ避難しない

漁船の確認のために
漁港へ行かない

高台や津波避難施設
へ避難

早いほうへ

漁船避難
は近地津
波を想定 

原則徒歩
で避難 21 



避難行動に関する調査結果 

 避難の移動手段として、約5割が車を
使用している実態となった。原則徒歩
での避難とするルールと乖離。 

徒歩を原則とするものの、地域実態を
踏まえた、ルールづくりが必要。 

 

 

 

 

県別の車の使用率（中央防災会議より） 

避難の際の移動手段は？ 
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車内で発見された遺体収容数 

 

出典：警察庁資料 
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船で海上

にいて、

そのまま

沖合へ避

難 

10% 

船で海上

にいて、

陸上へ避

難 

6% 

陸上にい

て、海上

へ避難 

15% 

陸上にい

て、陸上

へ避難 

69% 

n=810 

漁船の避難行動に関する調査結果 

 

約３/４の漁業者が陸上へ避難したが、陸上か
ら海上が15％、海上から海上への避難が10％
（回答者819人） 

避難した漁船も航行中に危険な状
況であった。原則、陸上への避難！ 

 

 

避難航行中の状況について 

海上避難の理由 回答数 構成比％

1 海上にいて、水域の方が早かった 31 16
2 岸寄りにいたものの、早く海域に行けた 20 11

3 漁船は財産なので、守ろうとした 137 72
4 漁船に近くすぐに沖に出ることができた 45 24

5 海の様子を見て、間に合うと思った 51 27
6 警報の津波高が低く、出られると思った 3 2

7 津波到達まで時間があると思った 38 20
8 普段から決めていた 76 40

9 その他 4 2

有効回答数 189
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漁業者の避難行動 



避難海域の津波の流速の求め方 
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想定津波高が３ｍの場合、水深５０ｍで
は津波の波高が２ｍとなる。 

津波高が２ｍの場合、水深５０ｍでは、
津波の流速１ｍ/ｓとなる。 

流速１ｍ/ｓは、操船不能となる流速の目安。 船速10ノットでは、10分で3km沖出し。 



ハード整備による避難場所の確保 

 

青苗漁港の人工地盤 

津波避難施設の事例 

気仙沼市魚市場の屋上駐車場 

ここまで浸水 
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【避難路・避難場所の確保】 
地域防災協議会等の議論を踏まえ、適切な避難場所を設定する。 

漁港周辺は、高層の避難場所が確保できない場合が多いので、魚
市場の屋上に避難場所を確保するなどのハード整備を検討する必
要がある。（自助⇒公助） 



ハード整備による避難場所の確保 

 

ここまで浸水 

志津川病院（看板は2.8m、浸水痕は15m） 

避難案内板の事例 

太陽電池式避難案内板  市街地表示式避難地案内板 
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【避難案内板・誘導灯の設置】 
地元住民をはじめ、就労者・来訪者にも分かりやすいように、避難
場所への案内板・誘導灯を設置することが重要。 

その際、夜間でも見やすくすること、非常用電源を確保すること、必
要に応じて外国語表記をすることなどの対応を行う。 

町中に案内看板を配置することで、ハザードマップを町の中に再現
する。（まるごとまちごとハザードマップ） 
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シミュレーションによる被災予測 

 
【津波シミュレーションの活用】 
 

○陸上避難のシミュレーション  

シミュレーションにより、浸水エリアを示すとともに、避難場所へ移
動するまでの時間分布なども再現できるので、避難場所の設定等
に活用することができる。視覚化により、地域防災協議会の議論も
具体的になる。 

 

○海上避難のシミュレーション 

想定津波の来襲と漁船が安全海域へ避難するまでの関係を再現
できるので、海上での避難行動（沖だしすべきか、漁港に戻るべき
か）を決める資料の提供が可能となる。それに基づき、海上避難訓
練を実施することも有意義である。 

 



土地利用の４つのゾーニングの考え方 

 

防波堤 

堤外ゾーン 

堤内（低地）ゾーン 堤内（高地）ゾーン  
高台ゾー
ン 

最大クラスの津波（レベル２）の津波高 

頻度の高い津波（レベル１）の津波高 

堤内ゾーン 

泊

地 

岸 壁 
船揚場 

防潮堤(頻度の高い津波・最大クラスの津波) 

荷捌き・市場施設 

レベルD 

レベルC 

レベルB 

レベルA 

加工場・倉庫
等 

レベルA：最大クラスの津波の遡上高よりも高い地盤レベル（集落から一定の距離にある高地等） 
レベルB：最大クラスの津波の遡上高よりも高い地盤レベル（集落周辺における既存高所用地の活用等） 
レベルC：頻度の高い津波の遡上高よりも高い地盤レベル（頻度の高い津波を越える津波来襲時には避難が必要） 
レベルD：現低地地盤高（避難動線に配慮した漁港施設（機能施設）や緑地・運動場の利用等を想定。） 

土地利用の再編高度化等による被害低減のためのゾーニングの
考え方を提示しています。 
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 ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ確保の重要性 

 オープンスペースは、緊急避難、救助活動、復旧・復興に重要な役割を担
うことから、漁港や漁業集落内に確保することが重要です。 

 

空のルート 
（ヘリ離発着場） 

仮設住宅 
（漁港用地） 

緊急物資置場 

資材置場 

被災集落 

海のルート 
（浮体式けい船岸） 

復旧作業基地 

復旧用岸壁 
(応急復旧) 

地域住民の一時避難
場所 

玄界島の被災集落とオープンスペースの活用事例 

東日本大震災の事例 

山田漁港のヘリポート 

閖上漁港の瓦礫置き場 
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水門・閘門等の適切な管理・運営 

 管理手法の基本は、「津波・高潮対策における水門・陸閘等管理シ
ステムガイドライン」で示されている。 

【ポイント】 
○事前の行動ルールづくり 

○津波・高潮情報の迅速且つ確実な伝達 

○海岸管理者の閉鎖状況の迅速且つ確実な把握 

○自動化・遠隔操作化を含めた管理体制の構築 など 

 

 

 

 

 

 

漁業集落ごとの
事情を踏まえ
た、ルール作り
が重要。地域協
議会で要議論。 

消防団員は、死者・行方不明合わせて253名で、うち
72名が水門等の閉鎖に携わったとの報告がある。 

東日本大震災では・・・ 

「緊急点検調査結果」による 

【事例】石巻市某地区では、消防団が門扉を閉鎖した後、
漁業者に資材搬出のため懇願されて、一度開けて、津波が
迫ってきたケースがある。⇒委託者の権限の明確化と危険
な場合は自らも避難を優先するという考え方の徹底が必
要。 
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 業務継続計画の必要性 

 【水産物の生産・流通機能の確保のために】  

今回の東日本大震災では、復興のスピードに差が出ています。これは、災害へ
の備えをしていた施設は復旧からの立ち上げりが早く、関連する施設の稼働も
早期に立ち上げる結果となっています。 

左の事例は、大船渡の製氷施
設ですが、３基の施設のうち、
１基は津波対策を講じていた
ため、早期に復旧し、これによ
り大船渡魚市場が早期に再開
することができました。 

このような事前の備えが、業務
継続計画です。 
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 業務継続計画の策定 

 【水産物の生産・流通機能の確保のために】  

被災後の水産物の生産・供給機能の損失は、地域経済に大きなダメージを与え
ることとなります。事前の備えとしての事業継続計画（BCP）の策定が重要です。 

水産業はシステムで機能することから、それぞれの主体が早期に業務を回復す
ることが必要です。BCPの広域的な連携の視点が必要となります。 

 

水産種苗 
生産施設 

加工場 

量販店 

地元小売り 

消費地市場 

飲食・その他 
種苗の供

給 

養殖用餌料 
保管調製施設 

養殖用 
作業施設 

漁具保管 
修理施設 

養殖場 

産地市場 

加工場 

それぞれの主体が事
業継続計画を検討
し、連携した計画とす
ることが肝要。ボトル
ネックがあると水産業
が停滞してしまう・・・。 

どこか１か所が動かなくても、全体が止まってしまうのです。 
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漁港・漁村の防災・減災カルテ 
【カルテの意義】 

漁港・漁村の防災・減災力の向上を図ることを目的に、漁港管理者が漁港の保全を図る観
点から、想定災害に対するリスク評価を基に、防災・減災目標や今後の対策等をカルテと
して作成し、情報の共有化により関係者間のリスクコミュニケーションを図る。 

地方公共団体（漁港管理者） 
○災害リスクの評価、防災目標の設定 
○防災・減災カルテの作成 
○事業主体と連携した対策の実施 
○地域住民とのリスクコミュニケーション 

国（水産庁） 
○漁港漁場整備長期計画の指標管理 
○事業制度等の改善 
○ガイドライン等の支援ツールの提供 
○他省庁との調整   等 

地域住民（自主防災組織等） 
○協議会等の話し合い 
○行動計画の策定 
○災害に対する備え（対策） 
○公的機関との連携 ハードとソフトの総合対策により、漁

港・漁村の防災・減災力を底上げ！ 

防災力を高め、国民の資産の漁村を守りましょう！ 

避難のルールは？ カルテの内容（案） 
 ・減災対策の現状 
 ・想定災害リスク 
 ・災害リスクの評価 
 ・防災目標 
 ・今後の対策 
 ・課題    など 
 

○○漁港防災・減災カルテ 

防潮堤の高さは？ 
堤外地への連絡は？ 



ご清聴有難うございました。 
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